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協議２ 

『第２次整備候補地』の選定方法について 

 

 これまで検討してきた「候補地評価項目及び判断基準（案）」に基づき，整備候補地

選定を行うための評価方法を引き続き検討し，『第２次整備候補地』の選定方法につい

て決定する。 

 

１．評価項目及び判断基準の決定について 

 ※候補地評価項目及び判断基準（案）【資料２－２】 

 （１）評価項目（評価内容）の検討 

   ① 評価項目（評価内容）が適切な設定となっているか検討する。 

   ② 候補地選定にあたりバランスのとれた評価項目の設定となっているか検討

する。 

 

 （２）評価項目の判断基準区分の検討 

   ① 判断基準が適切な内容及び区分となっているか検討する。 

 

 （３）評価区分の検討 

   ① 判断基準の区分に基づき，評価する単位を決定する。 

   ② 区分を３段階とし“◎，○，△”で評価を行い，区分に応じて点数化する。 

   ③ 評価結果を整理する上で，有意義な差が表現できるような，評価基準を設定

するものとし，その方法として，平均（○）を３点，優位なもの（◎）を５点，

劣位なもの（△）を１点とする。 

 

 （４）摘要・検討項目の設定 

   ① 評価項目に応じて，適切で具体的な数値や判断内容の設定となっているか検

討を行う。 

 

 （５）評価項目の要素（重要・基本・参考）の区分の検討 

   ① 各評価項目が適切な要素区分となっているか検討する。 

   ② 区分に応じて係数を設定し，評価に重み付けを行う。 

   ③ 重み付けは，上記３の評価点数に，重要要素は３，基本要素は２，参考要素

は１を乗じて算定する。 

 

 （６）その他評価すべき要素の設定 

   ① 資料２－２に示す要素のほかに事前に考慮すべき項目の設定を行う。 
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２．相対的評価の実施について 

 上記で決定する項目及び判断基準により候補地評価を行い，その結果に基づき相対的

評価として次の項目を参考に比較検討し，第２次整備候補地を選定する。 

 

 ※相対的評価（比較検討）項目の例 

 （１）技術面の評価 

   ① 用地造成に係る形質変更 等 

 （２）環境面の評価 

   ① 車両増加に伴う交通への影響 

   ② 施設建設に伴う景観への影響 等 

 （３）土地利用面の評価 

   ① 遊休農地の活用 

   ② 周辺住宅の状況 等 

 （４）経済面の評価 

   ① 他の中間処理施設・最終処分場との距離 等 

 （５）維持管理面の評価 

   ① 搬入道路の新設・改良の必要性 等 

 （６）余熱等利用面の評価 

   ① 余熱や電気の利用の可能性 

   ② 公共交通機関の状況（一般開放型の余熱利用施設の場合） 等 

 

 ※採点基準 

   大いに評価する     （＋２点） 

   評価する        （＋１点） 

   評価結果どおり     （±０点） 

   少し評価できない    （－１点） 

   評価できない      （－２点） 

 

 

３．第２次整備候補地（５～６箇所程度）の選定について 

  相対的評価として行った各委員の採点を集計し，その平均値を候補地評価の得点に

加算した結果に基づき，検討委員会での合意により第２次整備候補地（５～６箇所程

度）を決定する。 
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